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第３分科会 発表テーマ

「災害に備える民生委員・児童委員活動
～地域ぐるみの体制づくりに向けて～」
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①諏訪市の紹介



①諏訪市の紹介(1)

◉諏訪市は、標高759mの諏訪湖畔にある「高原湖畔都市」で、日
本列島・長野県のほぼ中央に位置し、観光・工業の二大産業は恵ま
れた豊かな自然に支えられて発展してきました。

3



①諏訪市の紹介(2)
◉冷涼な霧ヶ峰高原や全国屈指の温泉郷上諏訪温泉、諏訪湖上花火大
会、伏流水が醸す日本酒の醸造などの観光資源に育くまれ、御柱祭で
有名な諏訪大社、高島城等の歴史文化に彩られています。
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①諏訪市の紹介(3)

◉東洋のスイスとも呼ばれ、古くは製糸業として栄え、戦後は時
計・カメラ等の精密機器産業により発達、ものづくりの伝統が息づ
く先端技術産業の集積地です。
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①諏訪市の紹介(4)

◉諏訪盆地に六市町村の広域連合を形成し、その歴史は、数万年前
の旧石器時代から始まります。黒耀石を媒体に、人は諏訪に集まり
ました。
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②諏訪市の紹介(5)

◉諏訪の風土を背景に古くから豊かな文化が花開き、歌人の島木赤彦、
岩波書店創設の岩波茂雄、お天気博士として名高い藤原咲平、小説家
の新田次郎・平林たい子、考古学者の藤森栄一、画家の原田泰治、
詩吟の木村岳風な
ど多くの文化人を
輩出しています。
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②諏訪市の紹介(6)

◉昭和16年に上諏訪町と豊田村・四賀村が合併して誕生。昭和30年
に中洲村と湖南村が編入合併して、現在は、人口4万7千人に至って
います。
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②諏訪市の概要
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②諏訪市の概要
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③諏訪市民児協の概要
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③諏訪市民児協の概要(1)

（１）組織
１. 民生委員・児童委員…120人＝定数を充足！（内主任児童委員16人）

 2.市民児協の役員構成…
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③諏訪市民児協の概要(2)
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3. 単位民児協
は、8地区

 -1)委員構成は
右の表   

 -2)位置関係は
右図を参照

(中央地区に上
諏訪駅がある)



③諏訪市民児協の概要(3)

14

4.下記は、各単位民児協の人口規模と委員の対比を示す。高齢者約
15,000人（高齢化率31.1％）、うち独居高齢者は約4,000人
（27.0％）



③諏訪市民児協の概要(4)

（２）組織運営
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③諏訪市民児協の概要(5)

（３）主要事業・年間計画（定例行事を除く）
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（４）諏訪市民生委員・児童委員データ（１）
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③諏訪市民児協の概要(6)
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（４）諏訪市民生委員・

児童委員データ（経験期数）
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③諏訪市民児協の概要(7)
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④諏訪盆地の地質構造
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④諏訪盆地の地質構造

(1)糸魚川静岡構造線と中央構造線が交差。
(2)諏訪湖の出現…面積12.81平方㎞ (全国24位）  

     最深7.6ｍ

(3)地質構造により、「地震・洪水・土砂崩れ」

の歴史があり、災害に備える必要性が高い地域！
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⑤諏訪の代表的な災害
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⑤諏訪の代表的な災害（１）
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(1) 地震  昭和東南海地震

諏訪湖の堆積物による軟弱地盤
に立地し、昭和１９年の地震で
は長周期振動で疎開工場が倒壊
するなど大きな被害があったが、
戦時中の報道管制で広く知られ
てはいない。
（震度６、マグニチュー7.9）

将来、南海トラフ地震が
心配！



⑤諏訪の代表的な災害（２）
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諏訪湖は霧ケ峰高原、八ヶ岳
を集水区域とする多くの流入
河川があるのに、流出は天竜
川のみで、豪雨時の諏訪湖の
水位上昇による浸水災害の長
い歴史がある。

近年では昭和５８年(1983
年）の台風１０号で諏訪湖が
氾濫、床上浸水1,614戸、床
下浸水2,023戸、
約１万人に被害が及んだ。

(２)洪水 市街地の浸水被害

               



⑤諏訪の代表的な災害（３）
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(3)土砂崩れ 諏訪盆地ゆえの土石流

四方を山に囲まれた諏訪地域は
集中豪雨による土石流が絶えず
発生している。

昭和５８年(1983年)の台風10
号では、東南部地区の唐沢山・
福沢山で鉄砲水・土砂崩れが発
生、多数の家屋被害が出る激甚
災害となり、死者2人、軽症９
人の被害を受けた。

中の沢川（土石流） H18.7.19



⑥災害に備える「諏訪市民児協」の
取り組み
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（１）民生委員・児童委員の災害学習

⑥災害に備える「諏訪市民児協」の取り組み
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（１）民生委員・児童委員の災害学習

①有事の際の行動規範・基礎知識を得る…
「災害に備える民生委員・児童委員活動１０

箇条」、防災意識を高めいつでも対応できる

心構えを！ 研修会、グループワーキングを 

実施

②地域の災害特性に基づいた防災対策を

  共有 専門機関との勉強会を実施

③民生委員用防災マニュアル」の作成準備

…住民へ配布して、災害時の行動について

要援護者・見守り対象者と情報共有へ。 

(平時も民児協の紹介として活用）
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（２) 「要援護者台帳」登録～

「見守り」～「住民支え合いマップ」

⑥災害に備える「諏訪市民児協」の取り組み
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（２) 「要援護者台帳」登録～「見守り」～「住民支え合いマップ」

① 「要援護者登録」の手順
諏訪市では要援護者登録を重視しています。これは民生委員の活動

の礎です。データは、市と自治会（区）の両方から提供されます。

-1)市からのデータ提供

a)６５歳以上高齢者全員（要介護～健常者）を対象…

市が「住民基本台帳情報」を提供 →民生委員が対象者を訪問

同意した人を要援護者登録（一人暮らしを優先）

※ここで、自治会未加入者を拾い上げるのがミソ（漏れを無くす）

b)障がい者…市から対象者へ郵送して、登録の意思を聞く →同

意の連絡を受けて民生委員が本人宅を訪問（要援護者台帳登録）
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（２) 「要援護者台帳」登録～「見守り」～「住民支え合いマップ」

① 「要援護者登録」の手順

-２)自治会（区）からのデータ提供

自治会加入者が、区長の求めに応じて「家族台帳」を提出→

区長は「家族台帳」を民生委員に回す。→民生委員はその情報

の中から要援護者対象者（希望者）を抽出 →対象者宅を訪問し

意思確認と必要な追加情報を取得→要援護者登録

※この段階で、市提供の手順に入っていなかった対象者を追加、

漏れを無くす。（６５歳以上の対象年齢、一人暮らし以外を含む）

※要援護者登録の考え方は、対象者を広げ、最終的にAランクの

要援護者の対象を見逃さないことが肝要！



②要援護登録台帳の登録
６５歳一人暮らし高齢者の「要援護者登録率」（再掲）
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②要援護登録台帳の登録

（高齢者福祉課から
対象者への依頼文）
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②要援護登録台帳の

登録

（記入例 抜粋 Ｐ１）
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②要援護登録台帳の

登録

（記入例抜粋 P２）
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③要援護者のランク分け
民生委員らが周囲の意見を聞いて判別 安否確認用、平時も活用。
高齢者（A)～（C）…3ランク
障がい者…１ランク 合わせて４ランク

（２) 「要援護者台帳」登録～「見守り」～「住民支え合いマップ」
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④安心カードの活用(1)

■要援護者が救急車で搬送される際に、本人の情報が分かるように
説明したメモが入った筒を冷蔵庫の中に入れておき、民生委員が不
在でも要援護者の身元等の連絡先等が分かるようにしているシステム

。
（玄関先に予告シールが貼ってある）

■この情報を消防署と医療機関で共有

■民生委員への負担軽減にも繋がる。

（２) 「要援護者台帳」登録～「見守り」～「住民支え合いマップ」
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④安心カードの活用(2)
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④安心カードの活用(3)

（カード）
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⑤見守り活動

(1) 平時の要援護者の見守り活動は、民生委員活動の根幹。

民生委員の顔の見える化、月一回の見守りを推奨）

       

(2)「見守り協力員」

民生委員のフォローを出来る範囲で（気づいたこと）

市社協が統括 平時の活動を災害時の安否確認に繋げる！

役割の明確化、説明会が必要。
隣組、ブロック単位等の、重層的な助け合いが必要。

（２) 「要援護者台帳」登録～「見守り」～「住民支え合いマップ」
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⑤見守り活動

(２)「見守り協力員」

（社協からの委嘱状）
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⑤見守り活動

(２)「見守り協力員」

社協からの依頼文（１）



42

⑤見守り活動

(２)「見守り協力員」

社協からの依頼文（２）
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⑥「住民支え合いマップ」

(1)区長との共同作業による更新、平時からの活用！

広域での作成方法の標準化・見方の簡素化が重要

(2)要援護者台帳・名簿との関連は別表で管理(個人情報を意識し、

特定の人が管理・利用 運用方法を明確にする。

  (3)「要援護者台帳」の整備と「ランク付け」が前提。

(4)作成者は、区長・区役員が望ましいが、１年任期の制約があり、
分かっている（３年任期の）民生委員の関わりが欠かせない。

 

（２) 「要援護者台帳」登録～「見守り」～「住民支え合いマップ」



＜某地区の一例＞ブロック単位(8)で構成、要援護者と協力員を対照、自主防役員、避難場所も明記。
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45
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⑥災害に備える「諏訪市民児協」の取り組み

３) 「地域ぐるみの防災体制づくり] 
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（３) 「地域ぐるみの防災体制づくり] 

① 自治会レベルで防災組織の拡充

(a)諏訪市のほぼ全てに「自主防災会」を組織 より活性化させ

る必要。

(b)自治会長（区長）が主導し、民生委員は協力（組織の中に組み

こまれる） その役割を区内で確認・周知

(c)民生委員から区へ要援護者台帳の情報提供・共有（作成は民生

委員） マップの作成

(d)民生委員の平時の見守り・住民との触れ合いの成果 災害の備

えに繋がる（ブロック・隣組・近隣との繋がりを密に）

…災害弱者である高齢者・障がい者を孤立させない！
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① 自治会レベルで防災組織の拡充

  ※某地区の自主防災会組織(関係部分）＝民生委員は組織の一員！
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（３) 「地域ぐるみの防災体制づくり] 

②広域レベルでの防災組織の拡充

東南部地区・福祉・防災連絡会議・・・は,

1)諏訪市最初の広域の福祉防災組織(平成１９年(200７)設立)

17区・19団体(下記)により構成。

2)区長含む…組織内組織として区長会が平成25年(2013)設立、区

長は最重要の位置づけ（１７区長）
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（３) 「地域ぐるみの防災体制づくり] 

②広域レベルでの防災組織の拡充

東南部地区・福祉防災連絡会議・・・は,

3)民児協も組織に組み込まれている。
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②広域レベルでの防災組織の拡充

東南部地区福祉・防災連絡会議の活用
区長との連携

（1）有事には、地域分断される危険性があり、広域対応が不可欠

  …先人の努力により関係団体を結集 内容の充実（研修・連絡会

     を随時開催） 諏訪市の他地区へも同様組織の発足を促す。

   (2)民児協の役割・活動を共有 「東南部地区民児協」は「東南部地

区区長会」と連携、お互いの役割分担を確認する会議を開催した。

(3)広域で「住民支え合いマップ」の作成…災害時の広域対応のた

    め「要援護者を見える化」、地域を知らない人、ボランティアも

    分かるようにする 活用方法・作り方の学習会。

※平時も活用（見守り活動）…内容の充実、随時更新、共有 対

象地区を、全市へ拡大していく。
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②広域レベルでの防災組織の拡充

東南部地区・福祉防災連絡会議と
東南部民児協との連携

今回の発表と実践活動への展開
（1）４月22日臨時区長会…防災学習。民生委員との連携を訴え、

区長に「災害を想定したアンケート」を依頼

  (2) 5月7日アンケート回収…１７区長全員から回収。

同時に市民児協 民生委員120人も同様に、4月27日全員から回収

  (3) 5月31日発表原稿提出…上記内容を今回の発表原稿に取り込み、

アンケート結果を生かす。

  (4)合わせて、東南部地区・福祉防災連絡会議と東南部民児協との

     連携の実践準備…7月10日開催、特別会議招集



55

②広域レベルでの防災組織の拡充  
東南部地区・福祉防災連絡会議 活動活発化（実践報告）
１）７月１０日実施。区長１７人・民生委員１６人全員が出席、行政・社協の関

係責任者７人も出席して総勢４８人が参加。

２）区長と民生委員の役割の確認をし、災害に備えて情報を共有。区長・民児協

が連携した具体的な活動を開始、市としての初めての会議。
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②広域レベルでの防災組織の拡充  
東南部地区・福祉防災連絡会議 活動活発化（実践報告）
３）事前に区長にアンケートを取ったが、民生委員との接触が少なく、理解に

乏しい点が多かった。マップに至る活動に積極的に取り組むことになった。

４）要援護者台帳の充実、協力員の活動の活発化、マップのスタイルの標準化、

等の多くの課題に、諏訪市全体への波及も考慮して活動することを確認した、熱

気溢れる会議となった。



⑦能登半島地震の教訓と民児協の課題
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（１）能登町へのボランティア体験（3/18～19派遣）から学ぶ
(a)民生委員81人、発災直後から事務局の町社協が委員の安否確認。

→民生委員はまず自身・家族の命を守るのが最優先。率先して

事務局へ自らの「無事」を伝えることも大切！

(b)民児協機能の早期再開は、被災した委員の支援機能の補完や、

   被災者支援に必要。

(c) まずは、被災者の安否確認。平時の「避難行動要援護者名簿」

の整備が役立つ。

(d)被災者（見守り対象者）の困りごとを聞き取り、生の情報を。

行政・社協・専門職へ繋ぐことが支援に繋がる。災害時に、平時の

働きが生かされる。



⑦能登半島地震の教訓と民児協の課題
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（１）能登町へのボランティア体験（3/18～19派遣）から学ぶ

(e)自身に余裕が出来たら、「被災後の長期的な生活再建」に寄

   り添う。

(f)LINEの普及・活用により安否確認の仕組みを構築する…民生

   委員同士、要援護者との連絡に有効。平素の委員同士の迅速・

  効率的な連絡手段としてデジタル環境構築を急ぐ。

(ｇ)普段から防災団体と意思疎通を…市危機管理室、災害ボラセン、

  諏訪防災ネットワーク、等

以上



ご清聴、ありがとうございました！
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